
　　　派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に
　　占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開
　　することが義務付けられており、下記の通り公開致します。

　☆マージン率の計算方法

　　　派遣料金の平均額　－　派遣労働者の賃金の平均額

　マージンには、当社の利益以外に法定福利費、その他経費(労務管理費 教育訓練費
  福利厚⽣費、有給休暇取得費(派遣先に請求できない) 、⾞両費等)も含まれております。

　☆マージン率

・新規雇入れ時教育

・部門別研修

・初級社員研修(入社２～３年目)
・中級社員研修(入社４年目以降)
・資格取得研修　他

・表彰、資格取得制度

・業務改善提案制度

・キャリアコンサル担当窓口の設置

・地域活動支援制度

派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定

□　労使協定を締結していない
■　労使協定を締結している(協定書の有効期間終期　2022年３月31日)
　　・協定労働者の範囲(放射線管理業務等に従事する労働者)

その他福利厚生制度

マージン率 54.8%

　 株式会社藤沢事業

派遣料金の平均額(８時間あたり) ２８, ０８０円
賃金の平均額(８時間あたり) １２,６８８円

教育訓練の内容

〒914-0065　福井県敦賀市松栄町４番９号

派遣労働者の数 ５人

派遣先企業数 ３社

労働者派遣法に基づくマージン率等の公開

　　　　　マージン率　=   
派遣料金の平均額

　　　　　　　２０２1 年１０月作成
　　対象期間　令和2 年１０月１日～令和3 年９月３０日


